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１．平成２８年度から適用する接続料算定
方式について
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○ ＮＴＴ東西の固定電話シェアは依然として高く、競争が十分に働いていない。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）

○ 接続料算定の客観性・透明性の確保、恣意性や非効率性の排除といった観点からは、長期増分費用方式を引き続き適用
すべき（ＫＤＤＩ、ソフトバンク、フュージョン、ＱＴ）。

○ ＬＲＩＣがＮＴＴ東西の効率化及びコスト削減のインセンティブとなっており、競争環境を維持する上でも適用すべき。（フュージョン）

○ ＰＳＴＮの接続料水準が他事業者の事業運営に与える影響等は一層小さくなっているが、仮に接続料規制を継続する場合
であっても、市場が大きく縮退している状況を踏まえると、ＰＳＴＮがＬＲＩＣ方式の前提である「高度で新しい電気通信技術の導
入によって、電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られる」状況にないことから、ＬＲＩＣ方式をＰＳＴＮの接続料算定に用
いることは不適切。（ＮＴＴ東西）

○ ＬＲＩＣ費用と実際費用の乖離（平成25年度：約500億円）が大きくコスト削減努力により解消できる水準にないため、適切なコ
スト回収の観点から実際費用方式にすべき。（ＮＴＴ東西）

平成２８年度以降の接続料算定方式について、引き続き長期増分費用方式を適用することが適当であるか。

１－１．長期増分費用方式の適用について ①

競争環境の維持や接続料算定の透明性の確保等の観点から、引き続き、長期増分費用方式を適用すべき

需要の大幅は減少や適切なコスト回収の観点から長期増分費用方式の適用は不適切

１．事業者からの主な意見

○ 固定電話に係る需要は大きく減少しており、ＰＳＴＮを通過する通信量は、長期増分費用方式導入時の平成12年度に比べて

約１割となっており、ＮＴＴ東西は、2020年よりＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションを開始する予定。

○ 他方、接続事業者の支払う接続料の総額については、第一種指定電気通信設備の中で、依然として交換機等の長期増分

費用方式の算定対象設備の割合は比較的高い。

＜長期増分費用方式が算定対象とするＰＳＴＮを取り巻く現状＞
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３．論点

（１）長期増分費用方式の適用の是非

○ ＰＳＴＮの需要減やＮＧＮへの移行等、ＰＳＴＮを取り巻く環境の変化を踏まえ、今後の接続料算定方式の在り方についても
考えるべきではないか。

○ 28年度から適用する接続料算定方式としては、現時点で、長期増分費用方式に代わりうる方式として明確な選択肢がなく、
また、長期増分費用方式により算定された接続料は、NTT東西以外の事業者が設定する接続料のベンチマークのようになっ
ており、事業者間のやりとりにおいても大きな役割を果たしてきたことにも留意すべき。

（２）長期増分費用方式の運用の在り方について

○ 現在の固定電話のトラヒックが、制度導入時の平成12年度比で約16％までに減少していることを踏まえ、長期増分費用方式
に係る検討の在り方についても見直す必要があるのではないか。

○ 長期増分費用方式の運用について、行政手続きの簡素化が可能であれば、その是非を判断すべき。

２．前回までの主な意見

4１－１．長期増分費用方式の適用について ②



（１） 長期増分費用方式の適用

○ 固定電話に係る需要の減少やＩＰ網への移行などＰＳＴＮを取り巻く環境は大きく変化しているが、以下の点を踏まえれ

ば、平成28年度からの接続料算定には、引き続き、長期増分費用方式を適用すべきではないか。

・長期増分費用方式の適用により、ＰＳＴＮに係る接続料原価はこれまでも一貫して低廉化しており、既存事業者のネット

ワークに内在している非効率性を排除することにつながっている。

・長期増分費用方式で算定された接続料は、他の固定電話事業者がＮＴＴ東西との接続の際に設定する接続料のベン

チマークとしての役割も果たしている実態があり、特に客観性・透明性の確保が求められている。

・接続事業者からは、競争環境の維持や接続料算定の客観性・透明性の確保等の観点から、存続を望む声が強く、現

時点では、これに代えて、客観性・透明性を十分に担保し得る適切な方式は見当たらない。

（２） 長期増分費用方式の運用の在り方

○ 長期増分費用方式の運用については、平成12年度の制度導入以降、慎重な運用が行われてきたが、制度に対する事

業者の理解が十分に浸透しているものと考えられることを踏まえ、運用の合理化を検討する時期に来ているのではない

か。例えば、モデルに用いる入力値については、毎年度、複数の事業者からの提案に基づく値（装置単価、工事費等）

を基に、長期増分費用モデル研究会において精査され、その結果を接続料規則に規定するため、改めて情報通信行

政・郵政行政審議会において審議・調査されているが、運用の透明性を確保しつつ合理化を図る観点から、告示に規定

すること等が考えられるのではないか。

３．主な論点

5１－１．長期増分費用方式の適用について ②



（参考）長期増分費用方式に基づく接続料算定の運用等 6

■
入
力
値
の
審
査

□
事
業
者
か
ら
の
入
力
値
提
案

■
省
令
の
改
正
案
【
答
申
】

■
接
続
委
員
会
で
の
調
査
・
検
討

□
意
見
募
集

■
省
令
の
改
正
案
【
諮
問
】

入力値の審査（７～10月）

■
接
続
料
の
認
可
【
答
申
】

■
接
続
委
員
会
で
の
調
査
・
検
討

□
意
見
募
集

■
接
続
料
の
認
可
申
請
【
諮
問
】

接続料の認可（２～３月）

【接続料（長期増分費用方式）認可に係る手続きの見直しイメージ】

〔長期増分費用モデル研究会〕 〔情報通信行政・郵政行政審議会〕 〔情報通信行政・郵政行政審議会〕

入力値の決定（10～１月）

研究会で審査された
入力値について
再度調査・検討

入力値の審査（７～10月）

〔長期増分費用モデル研究会〕

■
入
力
値
の
審
査

□
事
業
者
か
ら
の
入
力
値
提
案

接続料の認可（２～３月）

〔情報通信行政・郵政行政審議会〕

■
接
続
料
の
認
可
【
答
申
】

■
接
続
委
員
会
で
の
調
査
・
検
討

□
意
見
募
集

■
接
続
料
の
認
可
申
請
【
諮
問
】

現
行
制
度

（
再
掲
）

見
直
し
案

（
入
力
値
を
告
示
で
規
定
）

■
告
示
の
改
正
（意
見
募
集
有
り
）

■
省
令
改
正
（意
見
募
集
無
し
）



○ 各事業者がＩＰ化を進めており、効率化のインセンティブがより働くＩＰモデルケースＡを適用すべき。（ＫＤＤＩ）

○ 「現時点で利用可能な最も零連で最も効率的な設備と技術で構築したモデル」、「諸外国におけるモデルとの整合性」などの
観点からＩＰモデルのケースＡを適用すべき。（ソフトバンク、フュージョン）

○ ケースＡの課題とされている同時接続制限機能に係るコストについては、推計可能。（ソフトバンク、ＫＤＤＩ）

○ モデルで算定できないアンバンドル機能については、実際原価方式とすることでやむを得ない。（ソフトバンク）

○ 直ちに実際原価方式とするのではなく、算定方法の移行に伴う経過措置を検討することが必要。（ＫＤＤＩ）

平成２８年度以降の接続料算定に長期増分費用方式を適用する場合、本年１月に長期増分費用モデル研究会において示され

た、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルと現行モデルの改良モデルのどちらを用いることが適当であるか。

１－２．長期増分費用方式の適用に当たって用いるモデルについて ①

ケースＡの課題となっている音声品質の確保に係るコスト（同時接続制限機能に係るコスト）の推計は可能

（１） ＩＰモデルのケースＡを適用すべきとする事業者からの意見

各事業者間でネットワークのＩＰ化が進んでおり、より効率化インセンティブが働くケースＡを適用すべき

○ 長期増分費用モデル研究会報告書（平成２７年１月）では、ＩＰモデルの適用に当たって、少なくとも以下の課題について整理

することが必要とされている。

・ケースＡにおける同時接続制限機能の扱い

・モデルで算定できないアンバンドル機能（中継伝送専用機能）の扱い

＜次期モデルの適用にあたっての主な留意点＞

モデルで算定できないアンバンドル機能については、（経過措置を設けることも含め）実際費用方式

最も効率的なネットワークとするＬＲＩＣモデルの考え方、また、諸外国の状況を踏まえ、ケースＡを適用すべき

１．事業者からの主な意見

7



＜主な論点＞

○ ＰＳＴＮ接続料の算定に装置やネットワーク構成が異なるＩＰ網を前提としたモデルを適用することは、原価に対して適正な接
続料とはなりえず、不適切。（ＮＴＴ東西）

○ ０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当の音声品質が確保できないモデルや、現に提供しているアンバンドル機能が提供できないモデルは
採り得ない。（ＮＴＴ東西）

○ 音声品質確保のためのコストの在り方やアンバンドル機能の一部が算定不可能等の未解決の課題があり、時期尚早。（QT）

○ ＩＰモデルは、平成28年度時点にＰＳＴＮを用いての提供が見込まれるサービス・機能（音声品質、緊急通報等）を実現可能な
モデルとなっていない等の課題があるため、接続料算定に用いることは不適切。（ＮＴＴ東西）

ネットワーク構成が異なるＩＰモデルの適用は、原価に対して適正な接続料とはなりえない

（２） ＩＰモデルを適用すべきではないとする事業者からの意見

ＰＳＴＮを用いて提供するサービス・機能が実現可能なモデルとなっていない

音声品質確保に係るコストが明確ではなく、算定のできないアンバンドル機能があることから適用すべきではない

○ 減価償却費等に係る補正は、最新の需要に応じた設備を新たに構築して年間コストを算定するＬＲＩＣ方式の前提と相容れな
いものと考えられるため、当該補正は取りやめるべき。（ＮＴＴ東西）

第六次モデルで適用されたネットワークの減価償却費等に係る補正は取りやめるべき

（３） 改良モデルの適用にあたっての意見

8１－２．長期増分費用方式の適用に当たって用いるモデルについて ②

○ ＰＳＴＮ・ＮＧＮともにＮＴＴ東西の独占性が高いため、ＬＲＩＣ方式の適用が適当。最も効率的なＮＷとして１つのＮＷで構築
することが適当。（ソフトバンク）

（４） ＩＰモデルの今後の検討にあたっての意見

次々期モデルとして、ＰＳＴＮとＮＧＮを統合したＩＰモデルを検討すべき



２．主な論点

9１－２．長期増分費用方式の適用に当たって用いるモデルについて ③

○ 今回のＩＰモデルを平成28年度から適用するには、多くの課題が残されており、今後のモデルの検討手順について整理すべき。

○ 今回のＩＰモデルは、（ＰＳＴＮに適用することを前提としているため）実際の事業者が構築し得ないモデルであり、今後も、（ＰＳＴ
Ｎ接続料算定に適用することを目的とした）ＩＰモデルを検討していくことが適当かどうか改めて検討が必要。

○ 最も効率的なＩＰモデルは、音声以外のトラフィックと設備を共用した一体型の仮想ネットワークとなると思われるが、ＮＧＮに係る
メタル収容の在り方など、現状ではモデルの検討にあたって不透明な点が多いため、ＮＴＴ東西は、早期にマイグレーションの具
体的ビジョンを示すべき。

２．前回までの主な意見



10１－２．長期増分費用方式の適用に当たって用いるモデルについて ③

（１）次期接続料算定に適用するモデルについて

ＩＰモデル（ケースＡ及びケースＢ）及び改良モデル（現在適用されている第六次モデルの改良モデル）については、平成24年

答申において、平成28年度以降の接続料算定方式の検討に関して「次期モデルの検討に際しては、ＰＳＴＮを取り巻く今後の

環境変化を踏まえつつ「スコーチド・ノードの仮定」等の前提条件の見直し、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討（略）といったＩＰ網への移

行の進展を踏まえた本格的な見直しについても検討が必要」とされたことを踏まえ、それぞれのモデルについて長期増分費用

モデル研究会において検討を行ったものであるが、以下の点を踏まえれば、平成28年度以降のＰＳＴＮに係る接続料算定には、

改良モデルを適用すべきではないか。

① ＩＰモデルをＰＳＴＮ接続料算定に適用することについて

・ケースＡは、ＰＳＴＮと同等の音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算定方法について整理されておらず、ＰＳＴＮ

に係るアンバンドル機能の接続料算定に適用するモデルとしては、大きな課題が残されている。

・ケースＢは、年間コストが改良モデルよりも高く、現時点で、最も効率的なモデルとは言えない。

・ＩＰモデルで算定できなくなるアンバンドル機能（中継伝送専用機能）があることについては、一部の接続事業者から適用が時

期尚早とする意見も出ており、その影響をより慎重に検討することが必要。

② 改良モデルをＰＳＴＮ接続料に適用することについて

・改良モデルは、 接続事業者がＮＧＮに接続するために中継交換機を経由するトラフィックを新たに対象に含む等、ＩＰ網の移

行の進展を踏まえた見直しを行うとともに、ネットワーク効率化に係る見直し（局舎種別の判定基準、共用サービスの見直し等）

やネットワーク信頼性の確保に必要と考えられる対応をモデルに加えるなどの最新の実態への即応性等の観点からの見直し

等、適切な改修が行われており、平成28年度からの接続料算定に適用することに特段の課題はないと考えられる。

・なお、改良モデルの適用に当たっては、 IP網への移行期における償却済み設備（交換機等）の増加に対応するための措置と

して第六次モデルより適用された減価償却費等に係る補正を引き続き適用することが適当と考えられる。

３．主な論点



11１－２．長期増分費用方式の適用に当たって用いるモデルについて ③

（２）今後のＩＰモデルの扱い

○ 今後、ＮＴＴ東西を含めた事業者のネットワークのＩＰ網への移行が更に進んでいくことを踏まえれば、今後も長期増分費

用方式を適用する場合には、ＩＰモデルの適用可能性について引き続き検討すべきではないか。

○ 今回検討されたＩＰモデルは、28年度からのＰＳＴＮに係る接続料算定に用いることを前提としたものであるが、今後、ＩＰ

モデルの検討を行う場合には、事業者のＩＰ網への移行の進展状況を踏まえつつ、算定対象とすべき設備範囲（引き続き

ＰＳＴＮのみを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを含めて算定対象とすべきか等）、モデル化にあたって考慮

すべきサービス・機能及びモデルの精緻化の程度など、モデル構築に当たっての前提条件について、改めて整理すること

が必要ではないか。

○ ＩＰモデルを接続料算定に適用する際の課題として挙げられている音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算

定方法、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能の扱いについては、上記の整理を踏まえつつ、さらに検討を進める

ことが必要ではないか。

○ なお、ＩＰモデルの適用にあたって、き線点ＲＴから収容局までの光アクセス回線が収容可能と仮定されていることやＩＰ網

での実現方式が定まっていない緊急通報に係る機能等が実現可能なモデルとなっていない点を適用課題として挙げる意

見が事業者から示されたが、こうした点が接続料原価に与える影響について検討を行う場合には、実際に第一種指定電気

通信設備に係るマイグレーションを予定しているＮＴＴ東西から、早期にその具体的計画が示されることが必要ではないか。
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ＧＣ接続料
（３分あたり）

ＩＰ
モデル

ケースＡ ４.７円 ５.０～５.１円 ５.４～５.７円 ６.０円～６.３円

ケースＢ ７.５円 ７.６～７.８円 ８.１～８.５円 ８.８円～９.３円

改良モデル ５.４円 ５.７～５.９円 ６.１～６.５円 ６.６円～７.１円

（参考）今後の接続料予測（モデル別）

【今後のGC接続料の予測】

【今後の接続料原価の予測】

（接続料年度）

※ 平成27年度接続料は５．８円程度（平成27年２月４日認可申請時点）。
※ 試算に当たっては以下を想定。

・回線数：平成23年度～平成26年度までの４年間の四半期データから今後のトレンドを予測。⇒上限▲6.6％、下限：8.6％
・通信量：直近１年間の四半期データのトレンドを基に、１回線当たりトラヒックを予測し、固定電話回線数に乗じる⇒上限▲11.1％、下限▲13.4％

1,849 

1,630 

1,483 

1,020  985  952 

1,664 
1,576 

1,501 

1,330 
1,266 

1,203 

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

現行モデル

ケースＡ

ケースＢ

改良モデル

（単位：億円）

※ 平成28年度～平成30年度の接続料原価の予測値は上限と下限の中央値。



ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能の接続料算定に用いることを目的とし、ＰＳＴＮモデルとの比較・検証が可能となるよう、ＰＳＴＮ
と同等の機能を有するＩＰネットワークを構築。

○ ＩＰモデルは、ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能の接続料算定に用いることが目的であるため、ＰＳＴＮの代替となりえるＩＰ網とし
て考慮すべき提供サービスや機能を整理し、モデルを構築。

○ ＩＰモデルの課題として、音声品質の確保の在り方に対する考え方など、接続料算定の適用に当たって整理が必要となる事
項や、ＩＰ網での実現方式が定まっていないためにコストに考慮していない事項などを整理。

現行のＬＲＩＣモデルが
算定対象とする回線需要

・音声通話 ・ＩＳＤＮ ・公衆電話 ①
・上記サービスとの設備共用を見込むためのサービス（一般専用、フレッツ光等）

ＰＳＴＮとして具備すべき機能
（事業用電気通信設備規則）

・緊急通報 ①（第35条の２） ・局給電（第27条）
・０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当の音声品質 ② など

ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能
現行のＬＲＩＣモデルにより算定されるアンバンドル機能について、算定可能かどうかを整理
（中継伝送専用機能※ ③は、ＩＰ網における専用機能と共用機能との区分が困難）

＜IPモデルの構築に当たって考慮すべきサービス・機能＞

１． 接続料の算定に当たって整理が必要となる課題（Ｐ．２９参照）
○ ０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当の音声品質確保に係る考え方（同時接続制限機能の在り方）（②）
○ ＩＰモデルで算定できないアンバンドル機能の扱い（中継伝送専用機能（③）を実績原価方式とするべきか）

２． ＩＰ網での実現方式が定まっていないためモデルで考慮していない事項
○ 公衆電話における課金情報伝送機能、緊急通報機能（①）

３． その他設備構成等
○ 異なる事業者が採用する設備により構成されているため、インタフェース条件が合わない設備

（光化されたアクセス回線とこれを収容する局舎側の収容設備）

＜IPモデルを接続料算定に用いる場合の課題・留意点等＞

IPモデルの前提となる考え方と接続料算定に用いる場合の課題・留意点等

（参考）ＩＰモデルの概要

※ 中継伝送専用機能：ＧＣ－ＩＣ間伝送路を接続事業者が専用線として利用する機能
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【ケースＡ】 [同時接続制限機能を具備していると仮定] 【ケースＢ】 [同時接続制限機能が無いものと仮定]

【②アンバンドル機能の一部が算定不可能】

アンバンドル機能のうちモデル化できなかった一部機能（中継伝送専用機能等）について、接続料算定をどのように行うべ
きか整理が必要。

【ケースＢ】 同時接続制限機能を持たずに音声品質を確保できるネットワークとするため、全てのアナログ回線が同時接続
した場合の通信量をＩＰモデルのＢＨＥとして、設備量を算定。

【① 音声品質確保のためのコストの在り方】
ＰＳＴＮが同時接続制限機能を有する一方で、IP網はこの機能を持たないため、ＰＳＴＮのＢＨＥ(最繁時呼量)を基に設備量

を算定した場合、このＢＨＥ以上のトラフィックの発生に対して音声品質を保障できないネットワークとなる。この対応策として、
ＩＰモデルでは、ケースＡとケースＢの２つの考え方により、設備量を算定。

【ケースＡ】 ＩＰ網がＰＳＴＮと同様に同時接続制限機能を具備すると仮定し、ＰＳＴＮのＢＨＥをＩＰモデルのBHEとして、設備
量を算定。

＜課題＞ ＩＰ網における同時接続制限機能の具体的な実現方法やコスト算定方法の検討に至っていないため、コストが
考慮されていない。

＜課題＞ 全てのアナログ回線が同時接続（通話）する可能性は極めて低く、過剰な設備量となる可能性。

ＩＰモデルの接続料算定への適用に当たっては、①音声品質確保のためのコストの在り方（同時接続制限機能等※に係るコスト
の在り方）及び②モデルで算定できないアンバンドル機能の算定の在り方を整理することが必要。

（参考）ＩＰモデルを接続料算定に適用する場合の課題

（※ 同時接続制限機能・・・交換機に同時に接続できる数を制限することで輻輳を回避する機能）

14



主な見直し項目 概要

（１） 前提条件の見
直しに係る項目

算定対象サービスの見直し
ＩＰ網への移行の進展により通信量が増加傾向にあるＩＣトランジット呼

（中継交換機を利用してＮＧＮ等に接続する通信）を加え設備量を算定。

（２） ネットワーク効
率化や最新の実
態への即応性の
観点から見直し
た項目

局舎種別（ＲＴ※局／ＧＣ局）の
判定基準の見直し

ＧＣ局、ＲＴ局の設置基準を見直し、ネットワークを効率化。

光ケーブルの経済的耐用年数
の見直し

最新の設備利用状況を踏まえて再推計。
旧） 架空：15.1年、地下：21.2年 ⇒ 新） 架空：17.6年、地下：23.7年

設備共用サービスの見直し
固定電話等と管路・とう道等を共用するサービスに、他事業者に貸与し

ている中継ダークファイバを追加。

災害対策の取り組みの追加
大規模災害対策に必要なコストをモデル化
（伝送路の迂回ルート、とう道・管路の破損対策、停電対策）。

その他
○モデルにおけるＲＴ局とＧＣ局の帰属関係の見直し
○より効率的な信号用交換機を採用

※ ＲＴ（遠隔収容装置）：遠隔地の加入者回線を収容し、光回線によってGC局に伝送する装置

【改良モデルの概要（現行モデルの主な見直し項目）】

○ 改良モデルは、ＬＲＩＣモデルの前提条件の見直しを行うとともに、モデルの効率化や災害対策等の必要なコストの見直しが行
われた。

○ ＬＲＩＣモデルの前提条件の見直しについて、「スコーチド・ノードの仮定」の見直しについては、局舎の統合を行った場合にア
クセス回線のコストが増加する可能性があるなど、ネットワーク効率化に対する効果が不透明であったため見直さないこととして
いる。

（参考）現行モデルの見直し内容 15



（参考）ＩＰモデル及び改良モデルの試算結果

※１ 年間コストは、平成２７年度接続料認可申請ベース（平成27年２月４日）の通信量等により算定。
※２ 接続料原価は、端末系交換機能、中継伝送機能及び中継系交換機能等に係るコストであり、ネットワークコストは、これにＮＴＳコストを加えたもの。
※３ ＩＰモデルを接続料算定に用いる場合には、改良モデルとして現行モデルを見直した項目についても反映されるが、試算では、これらの見直し項

目を反映していない。

現行モデル
（ＰＳＴＮモデル）

ＩＰモデル※３
改良モデル

（ＰＳＴＮモデル）
ケースＡ ケースＢ

年間
コスト

※１

ネットワークコスト 2,229億円 2,043億円 2,811億円 2,148億円

接続料原価※２ 1,483億円 1,066億円 1,849億円 1,416億円

○ ＩＰモデルの接続料原価について、ケースＡは、現行モデルを下回るが、ケースＢは、現行モデルを大きく上回る結果となった。

○ ＰＳＴＮモデルの改良モデルは、現行モデルに比べて、接続料原価は６７億円程度減少（▲４．５％）。

○ 仮にＩＰモデルのケースＡを接続料算定に適用する場合、同時接続制限機能に係るコストが考慮されていない点や、算定出来

ないアンバンドル機能（中継伝送専用機能等）を実際費用方式に戻す点について、どのように考えるか検討が必要。

各モデルの年間コスト試算結果（平成２７年度認可申請ベース）

16



17（参考）マイグレーションを考慮した補正について

○ 実際費用では、IP網への移行後のＰＳＴＮに係るサービスの終了を見据え、関連設備についての設備投資が減少しており、
法定耐用年数を経過した設備の割合（償却済み比率）が相対的に高くなっている。

○ 一方で、ＬＲＩＣ費用では、最新の需要に応じた設備を新たに構築した場合の取得価額を算定し、経済的耐用年数で平準化
することで年間コストを算定しており、関連設備についての設備投資が減少するという考え方は採用されていない。

○ このようなLRICモデルの考え方では、IP網への移行期における減価償却費等が適切に反映できない可能性があり、平成25
年度以降の接続料算定については、ＩＰ網への移行を見据えた償却済み比率の上昇を反映した補正を行うこととした。

○ 具体的には、実際のネットワークとＬＲＩＣモデルで想定されるネットワークでは償却済み比率に差異があることに着目して、適
切な補正比率を設定し、当該比率をＬＲＩＣモデルで算定された減価償却費等に乗ずることで、両者の償却済み比率の差異を
補正している。

【償却済み比率を用いた補正方法】

￭ 加入者交換機

￭ 中継交換機

￭ 加入者交換機監視装置

￭ 中継交換機監視装置

￭ 交換機ソフトウェア

補正対象設備

委員限り



２．ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送
路コスト）の扱いについて

18



ユニバーサルサービス制度における補填対象額の算定方法の見直しに伴い、平成２０年度より、ＮＴＳコストのうち「き線点Ｒ

Ｔ－ＧＣ間伝送路コスト」については、当分の間の措置として接続料原価に算入（平成２３年度で１００％算入）しているが、平

成２８年度以降の接続料算定において、当該コストをどのように扱うべきか。

＜き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストと接続料原価との関係＞

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、本来接続料原価に算入すべきではないＮＴＳコストであり、基本料の費用範囲とする

ことが原則。

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、ユニバーサルサービス制度に係る利用者負担額の抑制の観点から、補填対象額算

定のベンチマークを「全国平均費用」から「全国平均費用＋標準偏差の２倍」を超える額へと変更したことに伴い、ＮＴＴ東

西のみの負担が増えることが競争の公平性の観点等から適当ではないため、あくまでも当分の間の措置として、接続料原

価に算入している。

19２．ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）の扱いについて ①

接続料年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度※

接続料原価（加入者交換機能） 2,223億円 1,894億円 1,631億円 1,446億円 1,319億円

うち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト 412億円 364億円 298億円 270億円 250億円

ＧＣ接続料（３分） 5.08円 5.26円 5.29円 5.39円 5.80円

うち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト相当 1.03円 1.06円 1.01円 1.05円 1.14円

（参考）き線点RT-GC間伝送路コストが接続料原価及び接続料の推移

※ 平成27年度接続料認可申請ベース（平成27年２月４日）



１．事業者からの主な意見

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、利用者負担を軽減するための「当分の間の措置」として接続料に算入されたものであるが、
他のＮＴＳコスト同様に基本料で回収すべきものであり、当該コストを接続料原価から控除すべき。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク、フュージョン、ＱＴ）

○ ユニバーサルサービス料も低廉となっていることから、ユニバーサルサービス料の状況を見極めつつ、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送
路コストの扱いについて見直すべき。（ＫＤＤＩ）

○ 番号単価が低廉化している現状において、番号単価抑制を目的として実施した、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原
価へ算入する「当分の間の措置」の必要性は低下している。（ソフトバンク）

○ 現在のユニバーサルサービス料は「２円」と低い水準であることから、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを基本料で回収したとして
も、その影響度合は少ないと想定される。（ＱＴ）

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストについては、利用者負担の抑制を図る観点からユニバーサルサービス制度の補填対象額の
算定方法の見直しに伴い、接続料原価に算入することとされたものであるため、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストをＰＳＴＮ接続料
から控除するのであれば、ユニバーサルサービス制度の補填額算定方式も見直すべき。（ＮＴＴ東西）

他のＮＴＳコスト同様基本料から回収すべきものであり、接続料原価から控除すべき

き線点RT-GC間伝送路コストを控除する場合、ユニバーサルサービス制度の補填額算定方式も見直すべき

ユニバーサルサービス料（番号単価）が低廉となっていることを踏まえ見直しを行うべき

20２．ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）の扱いについて ②



21

○ ＮＴＳコストの算入が接続料上昇の大きな要因の一つであれば、関係する委員会に制度の見直しを要望することを検討すべき
ではないか。

○ ユニバーサルサービス料の番号単価が２円まで下がっている一方、ＮＴＳコストについて「当分の間、接続料で回収」とされて
いるが、「当分の間」がいつまでなのか、議論が必要ではないか。

○ ＮＴＳコストは、接続料の約2割を占めており、決して小さくない額であるとともに、「当分の間」は既に過ぎているため、ＮＴＳコス
トは接続料原価から控除すべきではないか。

○ 「当分の間」は既に過ぎていると考えており、接続料から控除すべきとする本来のあるべき形に戻すとする方向性を示した上で、
他の委員会とも議論すべきではないか。

○ ＮＴＳコストの接続料原価への算入は、ユニバーサルサービス制度に係る負担について、事業者の太宗が、ユニバーサル
サービス料として、その負担を電気通信番号ベースで利用者に転嫁している状況に鑑みた措置であり、ＮＴＳコストの控除につ
いては、慎重に判断すべきではないか。

２．前回までの主な意見

２．ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）の扱いについて ③



○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを「当分の間の措置」として接続料原価に再び算入することとした平成19年答申以降、一
定の期間が経過していることを踏まえれば、接続料算定の原則に従い当該コストを接続料原価から控除することを検討す
べきではないか。

○ 他方、平成19年答申において、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に算入することとした際の状況、すなわち事
業者の太宗が番号単価をそのまま利用者に転嫁している状況に変化はないため、利用者負担抑制の観点から算定方式
を見直すこととした趣旨を踏まえれば、現時点で接続料算定の原則に従い当該コストを接続料原価から控除し、ユニバー
サルサービス制度に係る補填対象額を増加させることは、必ずしも適当とは言えないのではないか。

３．主な論点

22２．ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）の扱いについて ③

○平成19年3月 総務省に対し利用者負担の抑制の観点からユニバーサルサービス制度の補填対象額の算定方式を見直すことを要望
・平成19年度の接続料低下により、各事業者の接続料負担額が減少する一方、同年度認可のユニバーサルサービス制度の負担金の額は、番号あた
り月額7円（※）から増加することが見込まれること、当該負担金については、既に利用者に負担を求めていることに鑑み、利用者負担の抑制の観点
からユニバーサルサービス制度の補填対象額の算定方式を見直すこと。

・上記の算定方式の見直しに当たっては、固定電話の接続料におけるＮＴＳコストの在り方と同時並行的に見直すこと。
（※）平成18年度認可ベース。

○平成19年４月 総務省が、算定方式を「平均費用＋標準偏差の2倍」に見直す省令改正案及び接続料算定の在り方について諮問

○平成19年9月 算定方式を見直す省令案について適当と答申するとともに、接続料原価にき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを算入することを答申
・固定電話加入者の減少等により基本料水準の低廉化が十分に期待できない状況や、電気通信事業者の太宗がユニバーサルサービス制度に係
る負担金（番号単価）を利用者に求めている状況を踏まえ、市場環境の変化や利用者負担の抑制を考慮した当分の間の措置として、ユニバーサ
ルサービス制度の補填対象額の算定に係るベンチマークを「平均費用」から「平均費用＋標準偏差の2倍」に見直すことは適当。

・補填対象額の算定方式の見直しにより、高コスト地域に固まって分布しているき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを ＮＴＴ東西だけが負担するのは適
当ではなく、各事業者が公平に負担することが適当であるため、当該コストを接続料原価に算入することは適当。

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に算入した経緯



○ 平成２７年度接続料原価においては、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト及び局設置ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの合計が

３９０億円。

○ このうち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト（２５０億円）をＧＣ接続料に換算すると、３分あたり約１．１４円となる。

○ なお、局設置ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト（１４０億円）は、本来ＴＳコストに係る設備に分類されるRT-GC間伝送路をモデ

ルネットワークの効率化の観点から、局設置FRT-GC間伝送路としたために、ＮＴＳコストとなったものであり、ユニバーサ

ルサービス制度の補填算定対象額の算定方法の見直しには直接関連のない設備。

（参考）ＮＴＳコストの加算による接続料への影響について

接続料（平成27年度※）

平成27年度

接続料原価（加入者交換機能） 1,319億円

ＮＴＳコスト（接続料算入分）
390億円

（29.6％）

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト
250億円

（19.0％）

局設置ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト
140億円

（10.6％）

接続料原価（平成27年度※）

※ 接続料原価及び接続料は平成27年度接続料認可申請ベース（平成27年２月４日）
※ （ ）内は接続料原価（加入者交換機能）に占める割合。
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（参考）ユニバーサルサービス制度の補填対象額算定方法の見直し 24

全国平均費用＋

標準偏差の２倍

全国平均費用
全国平均費用

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

加入者回線数 加入者回線数 4.9％4.9％

ユニバーサルサービス制度の
補填対象額算定方法を見直し

ベンチマークを
「全国平均費用＋標準偏差の２倍」に変更

当分の間の措置として、
き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に
係る費用を接続料原価に算入

当分の間、
接続料で回収

情報通信審議会答申（平成１９年３月）を踏まえ、利用者負担（番号単価：１電話番号あたりの負担額）を抑制する観点から、平

成１９年度よりユニバーサルサービス制度の補填対象額の算定方法を見直し、負担の一部（き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コスト）を

各事業者で公平に負担するため、接続料原価に加算。



３．入力値（通信量等）の扱いについて

25



現在、接続料算定に用いる通信量として「前年度下期と当年度上期の予測通信量」（９ヶ月分を予測）を採用しているが、平

成２８年度以降の接続料算定において、入力値をどのように扱うべきか。

３．入力値（通信量等）の扱いについて ①

○ 接続料算定に用いる通信量は、一般的に、予測期間が長期化すれば予測精度は低下する一方、通信量の減少傾向が継続

すると見込まれることを前提とすれば、計測期間が適用年度から乖離するほど、ＮＴＴ東西の接続料収入が過小評価となる可

能性も大きくなる。

○ 平成17年度以降（第三次モデル以降）、予測精度の観点から信頼性のあるデータであることを前提とした上で、可能な限り計

測期間の通信量が適用年度の通信量に近いデータを採用する観点から、「前年度下期と当年度上期の予測通信量」を採用し

てきた。

＜これまでの考え方＞

ＧＣ経由時間 ①予測と実績の乖離 ②計測期間と適用年度の乖離

前年度予測 -0.8%～0.5%（1.3%） 13.8～19.0%（5.2%）

前年度下期＋当年度上期予測 -1.9%～0.8%（2.7%） 4.6%～8.8%（4.2%）

当年度予測 -3.7～0.8%（4.5%） 同左

接続料年度ごとの乖離（平成21年度～平成23年度）

前年度

前年度下期＋当年度上期予測

適用年度
予測通信量

実績通信量
適用年度実績

との比較

前年度

前年度下期＋当年度上期予測

適用年度

予測通信量

実績通信量 同じ期間で比較
（予測の精度）

【通信量の比較イメージ】①予測値と実績値の乖離幅 ②当年度通信量との乖離幅

※（ ）内は予測ごとの乖離の振幅。平成24年答申においては、①②双方の振幅等を勘案して「前年下
期＋当年上期予測通信量」を採用している。
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○ 通信量の傾向に大きな変化がなく、現行どおりで問題ない。（ソフトバンク）

○ 予測と実績の乖離も大きくなく、接続事業者側に現状特段の問題が生じていないことを踏まえ、引続き接続料の安定性の
観点から、現状維持が望ましい。（フュージョン、ＱＴ）

○ 接続料については、適用年度に要したコストを適切に回収する観点から、適用年度のコスト及び需要を用いて算定するべ
きであり、「当年度予測通信量」を用いることが適当。（ＮＴＴ東西）

○ 恣意性を排除して通信量を定めることが適当。（ＫＤＤＩ）

現行の「前年度下期＋当年度上期予測通信量」を用いるべき

恣意性を排除して通信量を定めるべき

「当年度予測通信量」を用いるべき

（２） その他の意見

○ 現行で用いられている光ケーブルの経済的耐用年数は素材寿命より大幅に短く、使用年数も今後は延びていくと想定さ
れるため、光ケーブルの経済的耐用年数を毎年更新すべき。（ソフトバンク）

光ケーブルの経済的耐用年数を毎年更新すべき

１．事業者からの主な意見
（１） 通信量の予測期間についての意見

27

（１） 適用する通信量について

○ 直近３年間（平成２４～２６年度）の予測通信量について、「（ⅰ）前年度予測通信量」では当年度との乖離幅が他の２つに
比べて大きく、「（ⅲ）当年度予測通信量」では乖離の振幅が他の２つに比べて大きいことから、引き続き、「（ⅱ）前年度下
期＋当年度上期予測通信量」を採用することが適当ではないか。（p.28参照）

（２） その他の入力値の扱い
○ 入力値については、可能な限り最新のデータを用いることが原則であるが、更新頻度も含めた経済的耐用年数の算定の

在り方については、長期増分費用モデル研究会等の専門的な見地から検討を行うことが適当ではないか。

２．主な論点

３．入力値（通信量等）の扱いについて ②



（参考）予測通信量と実績通信量の乖離 ①

ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要な通信量（平成24年度～平成26年度）

【ＧＣ経由回数】

予測の程度
（ⅰ）前年度予測 （ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測 （ⅲ）当年度予測値

（参考※2） （参考※2） （参考※2）

①予測値と実績値
の乖離

乖離幅 ▲０．４％～０．６％ （▲0.8%～0.5%） ▲０．１％～１．０％ （▲1.9%～0.8%） ▲０．９％～１．８％ （▲3.7%～0.8%）

振幅 １．０％ （1.3%） １．１％ （2.7%） ２．７％ （4.5%）

②当年度通信量と
の乖離

乖離幅 １５．３％～１６．３％ （13.8%～19.0%） ６．６％～８．８％ （4.6%～8.8%）

同上 （同上）

振幅 １．０％ （5.2%） ２．２％ （4.2%）

【ＧＣ経由時間】
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※1 ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要な通信量ベース
※2 括弧内は、平成24年答申時点における予測通信量の乖離幅（平成21年度～平成23年度実績）
※3 （ⅰ）について、H24年度は2か月予測、H25及びH26年度は3か月予測、（ⅱ）について、H24年度は8か月予測、H25及びH26年度は9か月予測、（ⅲ）について、H24年度は14か月予測、H25

及びH26年度は15か月予測を採用

○ 過去３年間の通信量を用いて、平成２４年度から２６年度までの接続料算定と同じ方法により、（ⅰ）前年度予測、（ⅱ）前年度下
期＋当年度上期予測、（ⅲ）当年度予測の通信量を推計。

○ （ⅰ）は、予測期間が３か月であることから「予測値と実績値の乖離幅」は小さいが、適用年度から１年離れているため、「当年度
通信量との乖離幅」は他の２つに比べて極めて大きい。（赤枠）

○ （ⅲ）は、全ての期間を予測することになるため、他の２つに比べて、「予測値と実績値の乖離幅」が大きく、さらに計測年度の違
いによる振幅が大きい。（青枠）

予測の程度
（ⅰ）前年度予測 （ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測 （ⅲ）当年度予測値

（参考※2） （参考※2） （参考※2）

①予測値と実績値
の乖離

乖離幅 ▲０．５％～０．７％ （▲0.7%～0.6%） ０．１％～０．７％ (▲2.0%～1.1%) ▲０．７％～１．３％ （▲3.4%～1.4%）

振幅 １．２％ （1.3%） ０．６％ （3.1%） ２．０％ （4.8%）

②当年度通信量と
の乖離

乖離幅 １３．２％～１５．０％ （11.8%～16.2%） ６．０％～７．９％ （3.9%～7.7%）

同上 （同上）

振幅 １．８％ （4.4%） １．９％ （3.8%）



H24AC H25AC H26AC

実績 予測 実績 予測 実績 予測
乖離 乖離 乖離

（ⅰ）前年度予測 1,741 1,752 +0.6% 1,495 1,503 +0.5% 1,308 1,303 ▲0.4%

（ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測

（現行の予測方法）
1,611 1,627 +1.0% 1,396 1,395 ▲0.1% 1,214 1,219 +0.4%

（ⅲ）当年度予測 1,520 1,510 ▲0.6% 1,308 1,296 ▲0.9% 1,121 1,141 +1.8%

（単位：百万時間）

H24AC H25AC H26AC

実績 予測 実績 予測 実績 予測
乖離 乖離 乖離

（ⅰ）前年度予測 55,700 55,797 +0.2% 48,536 48,880 +0.7% 42,758 42,549 ▲0.5%

（ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測

（現行の予測方法）
52,028 52,249 +0.4% 45,429 45,730 +0.7% 39,877 39,925 +0.1%

（ⅲ）当年度予測 49,281 49,281 ▲0.7% 42,758 42,848 +0.7% 37,000 37,478 +1.3%

（単位：百万回）

【ＧＣ経由時間】

【ＧＣ経由回数】

平成24年度～平成26年度の通信量について、予測方法ごとに「予測通信量」と「予測期間の実績通信量」を比較した場合、

「前年度予測」及び「前年度下期＋当年度上期予測」が比較的乖離が少なく、「当年度予測」が最も乖離が大きくなっている。

（参考）予測通信量と実績通信量の乖離 ②

①「予測通信量」と「予測期間の実績通信量の比較
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※ ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要な通信量ベース
※ （ⅰ）について、H24年度は2か月予測、H25及びH26年度は3か月予測、（ⅱ）について、H24年度は8か月予測、H25及びH26年度は9か月予測、（ⅲ）につい

て、H24年度は14か月予測、H25及びH26年度は15か月予測を採用



H2４AC H2５AC H2６AC

実績 予測 実績 予測 実績 予測
乖離 乖離 乖離

（ⅰ）前年度予測

1,520

1,752 +15.3%

1,308

1,503 +14.9%

1,121

1,303 +16.3%

（ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測

（現行の予測方法）
1,627 +7.0% 1,395 +6.6% 1,219 +8.8%

（ⅲ）当年度予測 1,510 ▲0.6% 1,296 ▲0.9% 1,141 +1.8%

（単位：百万時間）

H2４AC H2５AC H2６AC

実績 予測 実績 予測 実績 予測
乖離 乖離 乖離

（ⅰ）前年度予測

49,281

55,797 +13.2%

42,758

48,880 +14.3%

37,000

42,549 +15.0%

（ⅱ）前年度下期＋当年度上期予測

（現行の予測方法）
52,249 +6.0% 45,730 +7.0% 39,925 +7.9%

（ⅲ）当年度予測 48,917 ▲0.7% 42,848 +0.2% 37,478 +1.3%

（単位：百万回）

【ＧＣ経由時間】

【ＧＣ経由回数】

平成24年度～平成26年度の通信量について、予測方法ごとに「予測通信量」と「適用年度の実績通信量」を比較した場

合、「当年度予測」が最も乖離が少なく、「前年度予測」が最も乖離が大きくなっている。

（参考）予測通信量と実績通信量の乖離 ③

②「予測通信量」と「適用年度の実績通信量」の比較
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※ ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要な通信量ベース
※ （ⅰ）について、H24年度は2か月予測、H25及びH26年度は3か月予測、（ⅱ）について、H24年度は8か月予測、H25及びH26年度は9か月予測、（ⅲ）につい

て、H24年度は14か月予測、H25及びH26年度は15か月予測を採用



４．東西均一接続料の扱いについて
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東西均一接続料を引き続き採用しているが、平成２８年度以降の接続料算定においてこれを継続すべきか。

４．東西均一接続料の扱いについて ①

○ ＮＴＴ東西の接続料については、原価算定の原則から東西別が望ましいが、これまで接続料の東西格差に対する社会
的要請※や東西別接続料の設定による公正競争への影響の観点から、東西均一接続料を採用してきた。

○ 平成24年度答申においては、「今後、ＰＳＴＮによる加入電話サービスに比して、ＩＰ電話サービスの利用がある程度拡大
した段階においては、社会的コンセンサスに十分に配慮しながら、東西別接続料の設定の要否について、改めて検討を
行う必要がある。」とされている。

＜東西接続料に係るこれまでの検討経緯＞

※ 東西別接続料の設定により、西日本を営業エリアとする電気通信事業者において、
利用者料金の値上げ圧力が大きく、通話料金の地域格差に繋がる可能性。
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１．事業者からの主な意見

○ ＮＴＴ東西は別会社であり、それぞれのコストに基づき設定される接続料には当然ながら格差が生じうること、また、ＩＰ電話

が東西別接続料を設定していることを踏まえ、ＰＳＴＮ接続料についても東西別接続料の導入を検討すべき。（ソフトバンク）

○ 原則的には東西別接続料とすべき。加えて、平成２４年答申において、ＩＰ電話サービスがある程度拡大した段階で改めて

検討を行う必要があるとされていることを踏まえ、今日のＩＰ電話の契約数が固定電話の契約数を上回る状況において、改め

て東西別接続料導入の是非について検討が必要。（フュージョン）

○ 基本的には東西会社別のコストに応じた接続料が望ましいが、接続料の東西格差の検討にあたっては、ユーザ料金の全

国均一料金での提供に対する社会的要請に十分配意することが必要。（ＮＴＴ東西）

○ 接続料は会社固有のコストに基づいて設定されるべきものであり、ＩＰ電話では東西別の接続料を設定していることを踏まえ

れば、東西別の接続料とすることが基本であるが、社会的要請により全国一律の接続料となっていることから、国民のコンセ

ンサスを得ながら東西別の接続料とすべきかの検討を進めるべき。（ＫＤＤＩ）

○ 平成24年答申から大きな環境変化がないことから、現行の東西均一接続料を維持すべき。（ＱＴ）

○ 東西別接続料とした場合、ＮＴＴ西日本の接続料がＮＴＴ東日本と比べ３割近く高くなり、東西均一の場合よりも値上げとな

るため、西日本地域の接続事業者は ユーザ料金を値上げせざるを得ない。また、ＮＴＴ西日本及び全国系接続事業者は

料金を据え置くことが可能であり、公正競争を阻害することにつながる。（ＱＴ）

東西別会社であり、ＩＰ電話も東西別接続料となっていることから、東西別接続料の導入を検討すべき

基本的には東西別接続料とすべきだが、社会的要請により全国一律としていることに十分配慮して検討すべき

東西別接続料は、西側事業者と全国事業者との間の公正競争阻害につながるため、東西均一接続料を維持すべき

33４．東西均一接続料の扱いについて ②

固定電話の契約数を上回るＩＰ電話が東西別接続料となっているため、東西別接続料の導入是非を検討すべき



３．主な論点

○ 東西別に接続料が設定されているＮＴＴ東西のひかり電話（ＮＧＮ）の契約者数が加入電話（ＰＳＴＮ）の契約者数を上回

り、かつ、ＮＧＮを利用する通信時間がＰＳＴＮを利用する通信時間を上回りつつある状況にあるものの、以下を踏まえれ

ば、これまでの答申において考慮した接続料の東西格差に係る社会的要請について、この数年間に大きな環境の変化

があるとは認められず、引き続き東西均一接続料を維持することが適当ではないか。

・一般にひかり電話がブロードバンド等とあわせて提供されているサービスである一方、ＰＳＴＮは電話に特化したサービ

スであり、両者を同一の観点から比較しうる状況にまでは至っていない。

・モデルを変更した場合でも、東西間の接続料格差は、依然として２０％以上と大きな開きがある。

34

○ 東西別に接続料を設定することを検討する場合には、全国で事業を行う事業者と一部地域でのみ事業を行う事業者とで
は、ビジネスへの影響が異なる点を考慮する必要があるのではないか。

２．前回までの主な意見

４．東西均一接続料の扱いについて ③



■ 平成２３年度～２４年度接続料 （第五次モデルを適用）

①東西均一 ②東日本 ③西日本

H23AC
GC接続 ５．０８円 ４．５０円 ５．６７円

IC接続 ６．５７円 ５．８４円 ７．２９円

H24AC
GC接続 ５．２６円 ４．６３円 ５．９２円

IC接続 ６．７９円 ６．０２円 ７．６０円

東西格差 （ ③ / ② ）

１．２６倍

１．２５倍

１．２８倍

１．２６倍

■ 平成２５年度～２７年度接続料 （第六次モデルを適用）

①東西均一 ②東日本 ③西日本

H25AC
GC接続 ５．２９円 ４．６４円 ５．９７円

IC接続 ６．８１円 ６．０９円 ７．５５円

H26AC
GC接続 ５．３９円 ４．７３円 ６．０６円

IC接続 ６．８４円 ６．１０円 ７．５８円

H27AC※
GC接続 ５．８０円 ５．１５円 ６．４６円

IC接続 ７．２５円 ６．５３円 ７．９８円

東西格差 （ ③ / ② ）

１．２９倍

１．２４倍

１．２８倍

１．２４倍

１．２５倍

１．２２倍

接続料は、いずれも３分換算

（参考）接続料における東西格差の状況 ① 35

※ 平成２７年度については認可申請ベース（平成27年２月４日）



①東西均一 ②東日本 ③西日本

ケースＡ ケースＢ ケースＡ ケースＢ ケースＡ ケースＢ

H28AC
GC接続 ５．０６円 ７．６８円 ４．５４円 ６．８５円 ５．５９円 ８．５４円

IC接続 ５．５１円 ９．１６円 ４．８５円 ８．００円 ６．１５円 １０．２９円

H29AC
GC接続 ５．５７円 ８．３２円 ４．９９円 ７．４２円 ６．１７円 ９．２４円

IC接続 ６．０４円 ９．８４円 ５．３２円 ８．６１円 ６．７５円 １１．０４円

H30AC
GC接続 ６．１４円 ９．０４円 ５．４９円 ８．０４円 ６．８１円 １０．０６円

IC接続 ６．６４円 １０．６２円 ５．８４円 ９．２９円 ７．４２円 １１．９２円

■ 平成２８年度～３０年度接続料予測 （ＩＰモデルを適用）
接続料は、いずれも３分換算

（参考）接続料における東西格差の状況 ② 36

東西格差 （ ③ / ② ）

ケースＡ ケースＢ

１．２３倍 １．２５倍

１．２７倍 １．２９倍

１．２４倍 １．２５倍

１．２７倍 １．２８倍

１．２４倍 １．２５倍

１．２７倍 １．２８倍

※ Ｈ28ＡＣ～Ｈ30ＡＣ予測は上限と下限の中央値。

■ 平成２８年度～３０年度接続料予測 （改良モデルを適用）

①東西均一 ②東日本 ③西日本

H28AC
GC接続 ５．８２円 ５．１６円 ６．５１円

IC接続 ７．０５円 ６．３６円 ７．７６円

H29AC
GC接続 ６．３０円 ５．６１円 ７．００円

IC接続 ７．６１円 ６．８８円 ８．３６円

H30AC
GC接続 ６．８３円 ６．０７円 ７．６０円

IC接続 ８．１６円 ７．３６円 ８．９８円

東西格差 （ ③ / ② ）

１．２６倍

１．２２倍

１．２５倍

１．２２倍

１．２５倍

１．２２倍

※ Ｈ28ＡＣ～Ｈ30ＡＣ予測は上限と下限の中央値。



５．ＮＧＮ接続料との関係（加重平均方式の
導入）について

37



５．ＮＧＮ接続料との関係（加重平均方式の導入）について ①

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえれば、接続事業者が支払う接続料については、ＰＳＴＮとＩＰ電話のトータルでの接続
料支払額の推移にも着目すべき。（ＮＴＴ東西）

○ ＰＳＴＮの接続料が上昇しつつある中、ＩＰ網への移行の進展状況を踏まえた対応の必要性を検討するためには、加入電話、ひ
かり電話は同一サービスとみれば、同一接続料でも一定の合理性はあると考えられる。（ＮＴＴ東西）

○ 加入電話、ひかり電話を同一サービスとみれば、同一接続料でも一定の合理性はあると考えられる。（ソフトバンク）

○ マイグレーションを見据えてＰＳＴＮとＮＧＮを１つの電話サービスと捉えれば導入する意義は考えられる。（フュージョン）

○ ＰＳＴＮとＮＧＮは異なる設備であるため、異なる接続料を設定すべきであるが、今後、ＰＳＴＮの接続料水準の上昇を抑制する
必要があるのであれば、加重平均方式を導入することも取り得るのではないか。（ＮＴＴ東西）

○ マイグレーションが実行段階になった際、ＰＳＴＮ接続料の急激な変動が想定されるため、導入の是非を検討すべき。（ＫＤＤＩ）

○ ＰＳＴＮは電話専用ネットワーク、ＮＧＮはデータ通信等複数サービスのネットワークであるため、合算することは不適当。（ＱＴ）

ＰＳＴＮとＮＧＮに係る原価と需要を合算して接続料を算定する方式（加重平均方式）の導入について、導入した場合にＰＳＴＮ接

続料が低廉化する一方でＮＧＮ接続料が上昇する可能性があることや実際費用方式で接続料原価を算定すること等について、ど

のように考えるべきか。

１．事業者からの主な意見

マイグレーションが行われる中、加入電話とひかり電話を同一の音声サービスとみれば、同一接続料でも合理性はある

ＩＰ網への移行の進展を踏まえ、接続料については、ＰＳＴＮとＩＰ電話のトータルでその推移に着目すべき

【ＰＳＴＮ接続料が低廉化する一方でＮＧＮ接続料が上昇する可能性について】

マイグレーションの実施等により、ＰＳＴＮ接続料の上昇を抑制する措置として必要があれば、導入を検討すべき

38

電話専用ネットワーク（ＰＳＴＮ）と複数サービスのネットワーク（ＮＧＮ）を合算して算定することは適当ではない



【加重平均方式を導入した場合に想定される事業者や利用者への影響について】

○ （実際にはそのようなサービスの有無は確認できていないが、）対加入電話／対ひかり電話で通話料の設定を分けている
サービスがあれば、影響を受ける可能性あり。（ソフトバンク）

○ 接続事業者ごとに、ＰＳＴＮとＮＧＮのトラヒック割合は異なり、また差損益も異なるものと想定。（フュージョン）

○ どのような費用、需要を用いて、また、どのようなアンバンドル機能が対象となるのかが不明であり、慎重な検討が必要。（ＫＤＤＩ）

対加入電話／対ひかり電話で通話料の設定を分けているサービスがあれば、影響を受ける可能性あり

ＰＳＴＮとＮＧＮへのトラフィックバランスが平均的な事業者のものとは異なる場合、影響を受ける可能性あり

【加重平均費用方式を導入する場合の原価算定方法について】

○ 適切なコスト回収及び原価算定とする観点や長期増分費用方式を採用する意義が乏しくなっていることから双方とも実績原
価方式とすべき。（ＮＴＴ東西）

○ 実際費用方式は、客観性・透明性の確保、恣意性や非効率性の排除ができないため反対。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク、フュージョン）

○ ＮＴＴ東西の独占性が高く、非効率性排除の観点から、長期増分費用方式とすべき。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）

ＰＳＴＮ及びＮＧＮ共に実際費用方式（実績原価方式）で行うべき

実際費用方式とすべきではない

ＰＳＴＮ及びＮＧＮ共に長期増分費用方式とすべき

算定方法等が具体化しなければ、影響の有無については判断できない

39５．ＮＧＮ接続料との関係（加重平均方式の導入）について ②



○ 加重平均方式については、ＰＳＴＮに係る需要の急激な減少やマイグレーションの実施等によりＰＳＴＮ接続料が急激に上

昇する等、現行の接続料算定方式では適正な接続料を算定することが困難となった場合の対応策として考えるべきであり、

平成28年度からの適用は見送るべきではないか。

○ 仮に、今後、加重平均方式の導入を検討する場合には、以下の点について検討を行うことが必要ではないか。

・加重平均方式の導入が、マイグレーションに与える影響や事業者や利用者に与える影響

・原価算定方法として適切な算定方式（実際費用方式か長期増分費用方式かなど）

・加重平均方式により算定すべきアンバンドル機能

・適用通信量や東西均一接続料等の扱い

○ 加重平均方式について、導入の考え方を整理すべき。

○ 固定電話とひかり電話について、技術の違いから別のサービスとして扱うのか、同じ音声サービスとして扱うのか、議論が必要。

○ 固定電話とひかり電話は同じ音声サービスと言えることから、両者の需要を共通化する考え方もある。

○ 全ての企業が会計の中で実際原価を年間コストとして採用しているわけではないため、ＰＳＴＮ接続料の上昇局面においては、
会計基準で許容されている範囲において、加重平均方式の導入など、現実的な課題解決手法の1つとして検討すべき。

○ 携帯電話が２Ｇから３Ｇに移行する際に異なる技術を合算して接続料を算定していることは、参考とすべきではないか。

○ 携帯電話と固定電話について、端末からみた場合、携帯電話では、異なるネットワーク技術であっても代替性があるが、固定電
話は、ＰＳＴＮとＮＧＮのインターフェースが明確に異なる現状であることは留意すべき。

○ 利用者は相手先のネットワークを意識せずに電話するため、たまたま繋がった先の技術によって接続料が異なることに合理性
は無いのではないか。

○ 加重平均は、ＰＳＴＮ接続料が下がる一方で、ＮＧＮが上昇する点について、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行を無理にとどめることに
ならないか、留意が必要。

３．主な論点

２．前回までの主な意見

40５．ＮＧＮ接続料との関係（加重平均方式の導入）について ③



加入電話等
ユーザ

ＮＧＮ
接続料原価

加入者交換機

中継交換機

ＰＳＴＮ
接続料原価

ひかり電話
ユーザ

他事業者網（電話事業者）

ＳＩＰサーバ

41（参考）「加重平均方式」の概要

ＭＧ

ルータ

ＰＳＴＮ
総通信量

NGN
総通信量

○ ＰＳＴＮ接続料を実際費用方式とすることを前提とし、ＰＳＴＮとＩＰ電話の双方の年間コストを合算し、双方の需要で除すことで、

接続料を算定するもの。

○ ＰＳＴＮ接続料水準の上昇を抑制する一つの方法として、以下の実態を踏まえて接続料を統一するもの。

・ＰＳＴＮのユーザが主に移行しているサービスがＩＰ電話であること

・発信側は着信先がＰＳＴＮかＩＰ電話かを意識せずに利用していること

＜加重平均の算定イメージ＞

ＰＳＴＮ

ＮＧＮ

加重平均
接続料

加重平均対象設備

＜「加重平均方式」の提案の考え方＞



＜「加重平均方式」（実際費用方式）を導入した場合の接続料水準（試算）＞

42（参考）「加重平均方式」を導入した場合の接続料水準 委員限り



６．新たな算定方式の適用期間について

43



平成２８年度以降の接続料算定方式の適用期間は何年間とすべきか。（現行の算定方式は平成２５年度からの３年間）

６．新たな算定方式の適用期間について

○ 現行の接続料算定方式の適用期間は、モデルの検討期間の確保、制度の安定性・予見性確保等の観点から３年間とされた。

＜現行の算定方式の適用期間＞

44

１．事業者からの主な意見

○ ＩＰ電話契約数が固定電話契約数を逆転する転換期であり、急激な環境変化が起こる可能性があるため、その環境変化に柔
軟に対応出来るよう、２年間とすべき。（ソフトバンク）

○ ＩＰモデルの課題解決のための検討期間及び固定電話とＩＰ電話のトラヒックの推移を勘案し、２年間が適当。（ＱＴ）

○ ３年以内とし、ＰＳＴＮ及びＮＧＮを取り巻く環境変化に応じて、モデルへの追加補正も可能とする等の配慮が必要。（ＫＤＤＩ）

○ ３年を基本とし、マイグレーションの進展状況や、接続料水準の推移に応じて、より適切な算定方法を速やかに適用出来るよう、
モデルの適用期間を短縮出来る柔軟性が必要。（フュージョン）

○ 事業運営の中期的な展望・予見性を確保する観点から算定方法の頻繁な変更は好ましくないこと、ＰＳＴＮは当面存続するこ
とから、その間、３年間以上の長期にわたりモデルを継続して適用しても問題は生じない。（ＮＴＴ東西）

ＩＰ電話と固定電話のトラヒック等の推移や、ＩＰモデルの検討期間を考慮し、適用期間は２年間とすべき

適用期間３年以内とし、環境変化に応じて、モデルの追加補正や適用期間の短縮を可能とすべき

事業運営の中期的な展望・予見性確保の観点から、適用期間は３年間以上とすべき

○ 次期接続料算定の適用期間は３年間とすべきではないか。

○ ただし、適用期間内であっても、定められた算定方式では、適正な接続料の算定が困難となった場合には、仮に適用期間

内であっても、算定方式の速やかな見直しを検討すべきではないか。

２．主な論点
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接続料算定の在り方について、今後新たに検討すべき課題として、どのようなものが考えられるか。

○ 携帯電話やＩＰ電話の契約数の拡大や、ＬＩＮＥ等の音声アプリケーションサービスの普及等によるコミュニケーションの手
段が多様化し、ＰＳＴＮの通信量は導入当時の２割まで減少。

○ 今後、ＩＰ網へのマイグレーションが本格化した場合には、ＰＳＴＮに係る接続料はますます上昇していくことが想定。

○ 諸外国においては、特に米国では2020年までにビル＆キープへの完全移行、欧州ではpureLRIC方式を採用するなどの
動きを見せており、どちらも、固定電話と携帯電話の両者に適用されている。

＜ＰＳＴＮを取り巻く状況と諸外国の動向＞

１．事業者からの主な意見

ＰＳＴＮ・ＮＧＮともにNTT東西の独占性が高いため、ＬＲＩＣ方式の適用が適当。最も効率的なＮＷとして１つのＮＷで構築
することが適当。（ソフトバンク）

今後更なるＮＧＮへの移行進展が予想され、接続料算定方式の抜本的な見直しが必要。競争環境を維持するためにも、
諸外国の接続料算定方式も対象範囲に含め（ビル＆キープ、pureLRIC等）、検討を行っていく必要がある。（フュージョン）

接続料算定方式の抜本的な見直しが必要であり、諸外国の接続料算定方式も対象範囲に含め、検討を行うべき。

次々期モデルとして、ＰＳＴＮとＮＧＮを統合したＩＰモデルを検討すべき（再掲）

46７．次々期に適用する接続料算定方式の検討について①
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47７．次々期に適用する接続料算定方式の検討について➁

（１） 今後のＩＰモデルの検討について（一部を再掲）

○ 検討されたIPモデルは、（ＰＳＴＮに適用することを前提としているため）実際の事業者が構築し得ないモデルを構築しており、
今後も、（ＰＳＴＮ接続料算定に適用することを目的とした）ＩＰモデルを検討していくことが適当かどうか改めて検討が必要。

○ 最も効率的なＩＰモデルは、音声以外のトラフィックと設備を共用した一体型の仮想ネットワークとなると思われるが、ＮＧＮに係
るメタル収容の在り方など、現状ではモデルの検討にあたって不透明な点が多いため、ＮＴＴ東西は、早期にマイグレーション
の具体的ビジョンを示すべき。

（２） 加重平均方式の導入について（一部を再掲）

○ 全ての企業が会計の中で実際原価を年間コストとして採用しているわけではないため、ＰＳＴＮ接続料の上昇局面においては、
会計基準で許容されている範囲において、加重平均方式の導入など、現実的な課題解決手法の1つとして検討すべき。

○ 加重平均は、ＰＳＴＮ接続料が下がる一方で、ＮＧＮが上昇する点について、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行を無理にとどめること
にならないか、留意が必要。

（３） 今後の接続料算定の在り方について
○ ＰＳＴＮの需要減やＮＧＮへの移行等、ＰＳＴＮを取り巻く環境の変化を踏まえ、今後の接続料算定方式の在り方ついても考え

るべきではないか。（再掲）
○ 長期増分費用方式は、競争の働かないボトルネック設備に対して接続料の上昇を抑えるための手段として用いられてきたが、

新たなネットワークの時代にどのような接続料制度がふさわしいか、ビル＆キープ等の導入も含め、改めて検討を行うべきでは
ないか。

２．前回までの主な意見
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48７．次々期に適用する接続料算定方式の検討について➂

（１） 接続料算定の在り方の見直しについて

○ 長期増分費用方式に基づく接続料算定は、第一種指定電気通信設備に係る接続料算定の適正性を確保する観点から特に

ＮＴＴ東西のＰＳＴＮに適用される一方、算定された接続料はＮＴＴ東西と接続する固定電話事業者の設定する接続料のベンチ

マークとしての役割も果たしてきた。近年、電気通信市場の中心が、固定から携帯に移っている状況や固定・携帯を問わず

ネットワークのＩＰ化が進んできている状況に鑑みれば、ＮＴＴ東西を含めた固定電話事業者が設定する接続料のみに、こうし

た規律やベンチマークが存在することは、今後の接続料算定の在り方として適切かどうか検討する必要があるのではないか。

○ 次々期に適用するモデルの検討に当たっては、「２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方」（平成２６年情報通信審議会

答申）において、着信接続料を相互に支払わない方式（ビル＆キープ）について詳細な検討を進めるべきとされていることや、

欧州や米国において、固定電話網及び携帯電話網の着信音声接続料にビル＆キープやＬＲＩＣ方式が適用されていることを

踏まえ、ＩＰ網への移行の進展を踏まえた音声通信に係る接続料制度全体の在り方について見直しが必要ではないか。

○ 本見直しは、接続料制度を抜本的に見直すものであることから、十分な検討期間が必要であり、できるだけ早期に検討を開

始すべきではないか。

○ 本見直しは、現行の長期増分費用方式に基づく接続料算定におけるＮＴＳコストの扱いや東西均一接続料の扱い等にも影

響を与えるものであり、こうした事項についても併せて検討を行うことが適当ではないか。

４．公正競争の徹底を通じた世界最高水準のICT環境の実現 ４．２移動通信サービスに関する競争の促進
４．２．２．政策の具体的方向性 （３）低廉で多様な利用者料金の実現

（略）利用者ニーズに適した多様な料金を実現するためには、接続料や利用者料金に係る制度の在り方についても、
市場の実態を踏まえつつ見直すことが適当である。

具体的には、接続料制度については、より柔軟な利用者料金の設定を可能にする観点から、トラヒックが双方向に流れる音声通信に関
する接続料について、相互にネットワーク費用を接続料として回収する仕組みから、原則として自己の利用者から回収する仕組み（着信
接続料の原則廃止）とすることが考えられる。ただし、着信接続料の廃止は、事業者にとってネットワーク費用の回収方法の大きな変更と
なる。このため、総務省においては、この新たな仕組みの導入について、利用者料金や事業者間競争に及ぼす影響を考慮しつつ、更に
詳細な検討を進めることが適当である。

（参考）平成26年12月情報通信審議会答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方」より抜粋
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（２） ＩＰモデルの検討について

○ 今後のＩＰモデルの扱いについて、（１）の見直しを踏まえて検討が行われるべきではないか。

○ 今回検討されたＩＰモデルは、28年度からのＰＳＴＮに係る接続料算定に用いることを前提としたものであるが、今後、ＩＰモデ

ルの検討を行う場合には、事業者のＩＰ網への移行の進展状況を踏まえつつ、算定対象とすべき設備範囲（引き続きＰＳＴＮの

みを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを含めて算定対象とすべきか等）、モデル化にあたって考慮すべきサー

ビス・機能及びモデルの精緻化の程度など、モデル構築に当たっての前提条件について、改めて整理することが必要ではな

いか。（Ｐ11の再掲）

○ ＩＰモデルを接続料算定に適用する際の課題として挙げられている、音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算定

方法、ＩＰモデルでは算定できないアンバンドル機能の扱いについては、上記の整理を踏まえつつ、さらに検討を進めることが

必要ではないか。（Ｐ11の再掲）

○ なお、ＩＰモデルの適用にあたって、き線点RTから収容局までの光アクセス回線が収容可能と仮定されていることやＩＰ網での

実現方式が定まっていない緊急通報に係る機能等が実現可能なモデルとなっていない点を適用課題として挙げる意見が事業

者から示されたが、こうした点が接続料原価に与える影響について検討を行う場合には、実際に第一種指定電気通信設備に

係るマイグレーションを予定しているＮＴＴ東西から、早期にその具体的計画が示されることが必要ではないか。（Ｐ11の再掲）


